
浜松市規則第１７号 

浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当並びに給 

与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当並びに給与に関する

条例施行規則（令和元年浜松市規則第１９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（通勤手当相当報酬） （通勤手当相当報酬） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定による通勤手当相当報酬の月

額は、次の各号に掲げる月額職員の区分に応

じ、当該各号に定める額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り上げた

額）とする。 

３ 前項の規定による通勤手当相当報酬の月

額は、次の各号に掲げる月額職員の区分に応

じ、当該各号に定める額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り上げた

額）とする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 前項第２号に掲げる月額職員 １月に

つき３万１，６００円を超えない範囲内

で、次に掲げる月額職員の区分に応じて１

月当たりの通勤回数を考慮して任命権者

が定める額 

 (2) 前項第２号に掲げる月額職員 １月に

つき６万６，４００円を超えない範囲内

で、次に掲げる自動車等の使用距離の区分

に応じて１月当たりの通勤回数を考慮し

て任命権者が定める額 

  ア 自動車等の使用距離（以下この号にお

いて「使用距離」という。）が片道５キ

ロメートル未満である月額職員 

  ア 片道５キロメートル未満 

  イ 使用距離が片道５キロメートル以上

１０キロメートル未満である月額職員 

  イ 片道５キロメートル以上１０キロメ

ートル未満 

  ウ 使用距離が片道１０キロメートル以

上１５キロメートル未満である月額職

員 

  ウ 片道１０キロメートル以上１５キロ

メートル未満 

  エ 使用距離が片道１５キロメートル以

上２０キロメートル未満である月額職

員 

エ 片道１５キロメートル以上２０キロ

メートル未満 

 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以 オ 片道２０キロメートル以上２５キロ



上２５キロメートル未満である月額職

員 

メートル未満 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以

上３０キロメートル未満である月額職

員 

カ 片道２５キロメートル以上３０キロ

メートル未満 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以

上３５キロメートル未満である月額職

員 

キ 片道３０キロメートル以上３５キロ

メートル未満 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以

上４０キロメートル未満である月額職

員 

ク 片道３５キロメートル以上４０キロ

メートル未満 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以

上４５キロメートル未満である月額職

員 

ケ 片道４０キロメートル以上４５キロ

メートル未満 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以

上５０キロメートル未満である月額職

員 

コ 片道４５キロメートル以上５０キロ

メートル未満 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以

上５５キロメートル未満である月額職

員 

サ 片道５０キロメートル以上５５キロ

メートル未満 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以

上６０キロメートル未満である月額職

員 

シ 片道５５キロメートル以上６０キロ

メートル未満 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以

上である月額職員 

ス 片道６０キロメートル以上６５キロ

メートル未満 

   セ 片道６５キロメートル以上７０キロ

メートル未満 

   ソ 片道７０キロメートル以上７５キロ

メートル未満 

   タ 片道７５キロメートル以上８０キロ

メートル未満 

   チ 片道８０キロメートル以上８５キロ



メートル未満 

   ツ 片道８５キロメートル以上９０キロ

メートル未満 

   テ 片道９０キロメートル以上９５キロ

メートル未満 

 ト 片道９５キロメートル以上１００キ

ロメートル未満 

   ナ 片道１００キロメートル以上 

 (3) （略）  (3) （略） 

４ （略） ４ （略） 

５ 第２項の規定による通勤手当相当報酬の

支給を受けている月額職員にその月額を減

額すべき事実が生じるに至った場合はその

事実が生じた日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときはその月）、増額すべき

事実が生じるに至った場合には、その届出の

日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときはその月）から改定する。 

５ 第２項の規定による通勤手当相当報酬の

支給を受けている月額職員にその月額を減

額すべき事実が生じるに至った場合におい

てはその事実が生じた日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日の

属する月）、増額すべき事実が生じるに至っ

た場合においてはその届出の日の属する月

の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から改定する。 

６ （略） ６ （略） 

（期末手当の支給割合等） （期末手当の支給割合等） 

第１３条 第１号職員に係る条例第６条第２

項に規定する規則で定める支給割合は、６月

に支給する場合には１００分の１２５を超

えない範囲内で、１２月に支給する場合には

１００分の１２７．５を超えない範囲内で任

命権者が定めるものとする。 

第１３条 第１号職員に係る条例第６条第２

項に規定する規則で定める支給割合は、  

１００分の１２６．２５を超えない範囲内で

任命権者が定めるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第１８条 第１号職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による

勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各

第１８条 第１号職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による

勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各



号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に

定める割合の範囲内において、任命権者が定

めるものとする。 

号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に

定める割合の範囲内において、任命権者が定

めるものとする。 

(1) 勤務の成績が良好な職員 ６月に支給

する場合には１００分の１０５、１２月

に 支 給 す る 場 合 に は １ ０ ０ 分 の    

１０７．５ 

(1) 勤務の成績が良好な職員 １００分の

１０６．２５ 

(2) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の任命権者の定め

る職員 ６月に支給する場合には１００

分の１０５未満、１２月に支給する場合

には１００分の１０７．５未満 

(2) 勤務の成績が良好でない職員及び基準

日以前６箇月以内の期間において懲戒処

分を受けた職員その他の任命権者の定め

る職員 １００分の１０６．２５未満 

２ （略） ２ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（あらまし） 

 この規則は、会計年度任用職員に支給する通勤手当相当報酬、期末手当及び勤勉手当を

改定するものです。 


